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令和８年度静岡県外部デジタル人材確保に向けた市町伴走

支援業務委託公募型企画提案競技応募資格

１ 資格

次に掲げる条件を全て満たしている者であること。

(1) 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の４の規定に該当しない

者であること。

(2) 静岡県一般業務委託に係る競争入札参加資格の「調査」の業務区分を有してい

る者又は新たに競争入札参加資格審査を受けて参加資格を認められた者

(3) 静岡県との契約に関して入札参加停止を受けている期間中の者でないこと。

(4) 会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）に基づく更生手続開始の申立てがなされ

ている者（更生手続開始の決定を受けている者を除く。）又は民事再生法（平成 11

年法 律第 225 号）に基づく再生手続開始の申立てがなされている者（再生手続開

始の決定 を受けている者を除く。）でないこと。

(5) 次のアからキのいずれにも該当しないこと。

ア 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成３年法律第 77 号。以下

｢法｣という｡）第２条第２号に該当する団体（以下「暴力団」という。）

イ 個人又は法人の代表者が暴力団員等（法第２条第６号に規定する暴力団員(以

下｢暴力団員」という｡）又は暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者を

いう。以下同じ｡）である者

ウ 法人の役員等（法人の役員又は法人の支店若しくは営業所を代表する者で役員

以外の者をいう｡）が暴力団員等である者

エ 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える

目的をもって暴力団の利用等をしている者

オ 暴力団若しくは暴力団員等に対して資金等の提供若しくは便宜供与する等直

接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し又は関与している者

カ 暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している者

キ 暴力団又は暴力団員等であることを知りながらこれを不当に利用している者


